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≪ 工場・指定作業場関係 ≫ 

 

1 工場・指定作業場 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下「環境確保条例」という。）では、

騒音、振動等の様々な公害を発生させる恐れのある工場・指定作業場に対する手続的規制と

して認可制度等を規定しており、環境確保条例に基づき市で公害防止措置が取られているか

書類審査等を行っています。 

工場とは、主に定格出力の合計が 0.75 キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、

加工又は作業を常時行う工場のことをいいます。 

また、2.2キロワット以上の場合はすべて工場となります。 

指定作業場とは、駐車場やボイラー等の 32種類の事業所をいいます。 

なお、工場の認可申請に対する審査事務手数料として、武蔵村山市事務手数料条例に基づ

き手数料がかかります。 

 

（ア）工場数・指定作業場数 

（単位：件） 

※ 当該年度当初における実数 

 

（イ）工場関係届出件数① 

                               （単位：件）  

年 度 

設  置 変  更 そ の 他 
合

計 
受

理 

認

可 

認

定 

受

理 

認

可 

認

定 

完成届 

氏名等

変更届 

承継届 

認可申請

取下げ願 

事故届 廃止届 

令和元年度 5 4 5 5 5 6 11 4 2 0 0 4 51 

令和２年度 2 2 0 4 2 2 2 5 1 0 2 2 24 

令和３年度 1 1 2 1 2 2 4 7 4 0 1 4 29 

令和４年度 3 3 2 7 7 5 12 15 1 0 0 5 60 

令和５年度 2 2 2 4 4 3 4 3 0 0 1 0 25 

 

年  度 
工  場 

合計 
指定作業場 

合計 
市委任分 都留保分 市委任分 都留保分 

令和元年度 721 0 721 332 1 333 

令和２年度 720 0 720 333 1 334 

令和３年度 718 0 718 335 1 336 

令和４年度 717 0 717 335 1 336 

令和５年度 719 0 719 334 1 335 
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（ウ）工場関係届出件数② 

                                         （単位：件） 

年 度 

工場設置認可申請 

工場変更認可申請 作業場の床面積が 

5 0 0 ㎡ 以 下 

作業場の床面積が 

500 ㎡を超え 1,000 ㎡以下  

作業場の床面積が 

1,000 ㎡を超える 

令和元年度 4 0 1 5 

令和２年度 1 0 1 4 

令和３年度 1 0 0 1 

令和４年度 3 0 0 8 

令和５年度 2 0 0 4 

 

 

（エ）指定作業場関係届出件数 

（単位：件） 

年 度 
設置届出 

受 理 

変更届出 

受 理 

氏名等変更 

届 出 受 理 

廃止届出 

受 理 

承継届出 

受 理 
合計 

令和元年度 3 2 5 0 0 10 

令和２年度 2 0 4 0 0 7 

令和３年度 2 1 3 1 0 6 

令和４年度 0 1 1 0 0 2 

令和５年度 0 0 0 1 0 1 

 

 

（オ）手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 手数料 

工場設置の場合 

作業場の床面積が 500㎡以下 8,700円 

作業場の床面積が 500㎡を超え 1,000㎡以下 14,200円 

作業場の床面積が 1,000㎡を超える 20,200円 

工場変更の場合 全て 7,600円 
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2 騒音・振動規制法に基づく届出 

 

騒音規制法・振動規制法では、工場等から出る著しい騒音・振動を発生する機械等の設備

を特定施設として定め、規制しています。 

また、建設作業によって著しい騒音・振動を発生させる作業や機械を使用する施工者は、

市に作業内容等についての届け出（作業開始 7日前まで）をするよう定めています。 

市では、これらの法律に基づき、規制基準を遵守するよう指導を行うことにより、公害発

生の未然防止に努めています。 

 

 

（ア）騒音規制法及び振動規制法に基づく事業所数及び特定施設数 

年  度         法 律 事業所数（件） 特定施設数（台） 

令和元年度 
騒  音 232 1,316 

振  動 183 1,094 

令和２年度 
騒  音 233 1,321 

振  動 184 1,102 

令和３年度 
騒  音 234 1,347 

振  動 185 1,100 

令和４年度 
騒  音 235 1,349 

振  動 186 1,102 

令和５年度 
騒  音 238 1,352 

振  動 189 1,105 

※ 当該年度当初における実数 

 

（イ）特定施設の各種届出件数 

                            （単位：件）  

年  度 法律 
設 置 届 出 

受   理 

数変更届出

受 理 

使用方法

変更届出

受  理 

防止方法

変更届出

受  理 

氏名等変更

届 出 受 理 

使 用 全 廃 

届 出 受 理 

承 継 届 出 

受 理 

令和元年度 
騒音 4 1 0 0 2 0 0 

振動 4 1 0 0 3 0 0 

令和２年度 
騒音 1 1 0 0 1 0 0 

振動 1 1 0 0 1 0 0 

令和３年度 
騒音 3 1 0 0 1 2 0 

振動 3 1 0 0 1 2 0 

令和４年度 
騒音 3 2 0 0 0 1 0 

振動 3 2 0 0 0 1 0 

令和５年度 
騒音 3 2 0 0 0 0 0 

振動 3 2 0 0 0 0 0 
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（ウ）特定建設作業の届出受理件数 

（単位：件）                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  度 法    律 実施届出受理 

令和元年度 
騒  音 13 

振  動 13 

令和２年度 
騒  音 17 

振  動 16 

令和３年度 
騒  音 11 

振  動 10 

令和４年度 
騒  音 10 

振  動 10 

令和５年度 
騒  音 15 

振  動 14 
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3 燃料中における硫黄調査 

 

工場・指定作業場は、一定量以上の燃料を使用する場合、環境確保条例第 69 条第 1 項で

硫黄酸化物による大気汚染を防止するため、燃料中における硫黄含有率が規制されています。 

市では、環境確保条例施行規則で定める燃料の基準に適合した燃料を使用しているか確認

するため、毎年度、工場・指定作業場に対し、燃料を採取し、分析を行っています。 

 

 

（ア）燃料中における硫黄含有率 

燃料使用量 

による規模 

設置区分 A（S51.8.1前設置） 設置区分 B（S51.8.1以後設置） 

300ℓ以上 

500ℓ未満 

500ℓ以上

2,000ℓ未満 
2,000ℓ以上 

300ℓ以上 

500ℓ未満 

500ℓ以上 

2,000ℓ未満 
2,000ℓ以上 

燃料の基準 

（燃料中における 

硫黄含有率 swt％） 

1.0以下 1.0以下 0.8以下 0.8以下 0.8以下 0.5以下 

 

 

（イ） 調査結果 

事業所名 
使用 

燃料 

燃料使用量 

（ ℓ ／ 日 ） 
基準値 

各年度分析値（swt％） 

令 和 元 年 度 令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令和 4年度 令和 5年度 

市立学校給食センター Ａ重油 420 1.0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 
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4 産業廃棄物処理業者ダイオキシン類・ばいじん調査 

 

ダイオキシン類の発生源は、約 9割が身の回りのごみなどの廃棄物の焼却時に発生すると

推定されています。市内には、ダイオキシン類（特に PCDD 及び PCDF）の発生源の 1 つであ

る産業廃棄物の焼却処理を行っている事業所が 2箇所あります。このため、市では、この 2

事業所の焼却施設が適正に管理運営しているか確認することを目的として、年 1回、排ガス

中のダイオキシン類とばいじんの測定を行っています。 

  また、ダイオキシン類対策特別措置法は、火床面積 0.5 m2以上又は焼却能力 50kg/h以上

の焼却炉に対し、年 1回以上、排ガス中等のダイオキシン類の測定及び報告を義務付け、都

はその結果を公表しています。 

 

 

（ア）産業廃棄物処理業者ダイオキシン類調査結果 

      （単位：ng-TEQ/㎥ N）  

事業所名 

各年度調査結果 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

調査日 調査結果 調査日 調査結果 調査日 調査結果 調査日 調査結果 調査日 調査結果 

日本医療衛生サービス㈱ 11/27 0.37 11/26 0.097 1/27 0.21 1/26 0.31 1/18 0.24 

比留間運送㈱ 11/26 4.7 2/1 5.1 1/28 7.9 1/27 4.6 - - 

基準値 

当該事業所の火床面積が 0.5 m2 以上、又は焼却能力が 50 kg/h 以上で、 

施設規模（焼却能力）は、2t/h未満に該当する。 

新設施設基準は、5ng-TEQ/㎥ N以下。（現在該当なし） 

既設施設基準は、10ng-TEQ/㎥ N以下。（日本医療衛生サービス㈱、比留間運送㈱） 

※ 令和 5年度は、比留間運送（株）の焼却炉の不具合により、当該工場の調査は中止した。 

 

 

（イ）産業廃棄物処理業者ばいじん調査結果 

（単位：g/㎥ N）  

事業所名 

各年度調査結果 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

調査日 調査結果 調査日 調査結果 調査日 調査結果 調査日 調査結果 調査日 調査結果 

日本医療衛生サービス㈱ 11/27 0.002 11/26 <0.001 1/27 <0.001 1/26  <0.001 1/18  <0.001 

比留間運送㈱ 11/26 0.003 2/1 0.003 1/28 0.004 1/27  0.003 -  - 

基準値 

当該事業所の施設規模（焼却能力）は、2t/h未満に該当する。 

新設施設基準は、0.15 g/㎥ N以下。（現在該当なし） 

既設施設基準は、0.25 g/㎥ N以下。（日本医療衛生サービス㈱、比留間運送㈱） 

※ 令和 5年度は、比留間運送（株）の焼却炉の不具合により、当該工場の調査は中止した。 
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≪ 苦情関係 ≫ 

 

1 公害に関する苦情について 

 

市内には、工場、店舗、住宅などがあり、多くの人々が様々な活動をしています。 

しかし、その活動に伴い、大気汚染や水質汚濁、騒音、振動等、様々な公害なども発生し

ています。これらの公害の中には、改善されているものもありますが、まだ、十分でないも

のもあります。その多くは、私たちの生活の中から発生しています。また、最近では、宅地

開発が進み住宅が密集してきたことにより、隣近所間の苦情も増えてきています。自己中心

的な生活ではなく、他人への思いやりや気配り、コミュニケーションを交わせるような関係

を日頃からつくることが大切です。 

 

（環境基本法で定める公害） 

・大気汚染 ・水質汚濁 ・土壌汚染 ・騒音 ・振動 ・地盤沈下 ・悪臭 

 

 

<年度別公害苦情件数>     

（単位：件）  

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

発

生

源

別 

工 場 8 15 7 6 4 

指定作業場 1 1 4 0 0 

建 設 作 業 5 4 1 1 9 

一 般 102 83 73 76 111 

合 計 116 103 85 83 124 

現

象

別 

ば い 煙 2 5 3 3 0 

粉 じ ん 1 0 1 2 4 

悪 臭 10 5 8 11 12 

汚 水 0 4 1 2 2 

騒 音 19 14 28 18 20 

振 動 0 1 2 0 1 

そ の 他 84 74 42 47 85 

合 計 116 103 85 83 124 

※ 平成 28 年度から「公害苦情」と「公害に関する苦情以外の苦情」とを分けて計上している。 
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2 公害以外の苦情について 

 

飼い主のいない猫によるふん尿等の被害や犬、鳥類の鳴き声等による公害以外の苦情も多

くあります。飼い主のいない猫には、餌付けをしないことが基本ですが、餌付けをする場合

は、近隣に迷惑のかからないよう注意を払い、必要であれば不妊・去勢手術を受けさせて、

増加を防ぐことが重要です。 

また、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」

という。)に基づき、むやみに保護できない動物を見つけたら人間の手は加えず、立ち去る

のを待つことも大切です。 

 

<公害以外の苦情受付件数> 

（単位：件） 

年 度 
犬 猫 

その他 合計 
ふん尿 その他 ふん尿 その他 

令和元年度 4 6 4 18 25 57 

令和２年度 6 7 10 8 16 47 

令和３年度 6 12 3 14 19 54 

令和４年度 1 4 2 1 41 49 

令和５年度 1 8 5 2 69 85 

 

 

3 雑草等について 

 

空き地等に雑草等が繁茂していると害虫等の発生やごみの不法投棄の原因にもなるため、

市内の空き地調査を行い、雑草が繁茂している空地については、土地所有者等に対して雑草

等の除去要請を行っています。 

市では、雑草等が繁茂している土地の管理の適正化及び市民の生活環境を良好に保つこと

を目的として、武蔵村山市草刈機貸付要綱に基づき、市が所有する草刈機の貸し出しを行っ

ています。 

 

<空地の管理の適正化に関する指導状況等> 

年 度 
雑草除去要請 草刈機貸出 

件数（件） 地主数（人） 筆数（筆） 対象面積（㎡） 

令和元年度 5 5 7,431.63 31 

令和２年度 1 2 269.00 29 

令和３年度 1 3 484.00 29 

令和４年度 0 0 0 19 

令和５年度 0 0 0 30 
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≪ 環境学習関係 ≫ 

 

1 地球環境保全に係るポスター・標語コンクール 

 

市では、地球環境保全に対する市民意識の啓発及び高揚を図ることを目的として、市内中

学校の生徒に対し、地球環境保全に係るポスター及び標語の募集を行っています。 

前年度に市内各中学校 1・2 年生のいずれかを対象にポスター及び標語の作成を依頼し、

原則として各中学校から提出された作品を応募作品としています。 

コンクールでは、応募作品の中から各中学校で優秀作品を選び、優秀作品の中から 1点最

優秀作品を選出します。これをもとに地球環境保全に係るポスターを作成し、6 月の環境月

間に向けて市内公共施設や事業所に掲出を依頼しています。 

また、例年、環境月間中に 1週間、市役所 1階ロビーにポスター及び標語を掲示していま

すが、令和 2年度から令和 4年度までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止と

なりました。 

 

<ポスターの応募状況等> 

年 度 
ポスター 

応募人数（人） 優秀賞受賞者人数（人） 最優秀賞受賞者名 学校名/学年 

令和元年度 753 23 門 脇  嶺 三中/1年生 

令和２年度 676 21 川 本 采 和 一中/1年生 

令和３年度 715 21 田 中 雅 桜 三中/1年生 

令和４年度 691 23 舎 川 ゆ き 五中/2年生 

令和５年度 708 21 西  理 咲 五中/2年生 

※ 優秀賞受賞者人数には最優秀賞受賞者も含まれる。 

 

<標語の応募状況等> 

年 度 
標     語 

応募人数（人） 優秀賞受賞者人数（人） 最優秀賞受賞者名 学校名/学年 

令和元年度 710 22 當 目 陽 菜 一中/1年生 

令和２年度 678 22 濱 中 来 安 一中/1年生 

令和３年度 733 22 石 橋 祐 奈 五中/1年生 

令和４年度 678 22 村 上 広 哲 三中/1年生 

 
令和５年度 655 21 葛 葉 瑛 心 一中/1年生 

 ※ 優秀賞受賞者人数には最優秀賞受賞者も含まれる。  
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2 親と子の環境教室 

 

空堀川水環境確保対策会は、流域 4市（武蔵村山市、東大和市、東村山市、清瀬市）で組

織され、空堀川の水質浄化及び水量の確保を図りながら、快適な水辺環境の創出を目指すこ

とを目的として、毎年、空堀川の水質調査を実施し、東京都へ要請活動を行っています。 

また、環境教育を推進していくため、広く環境に関して学習し、関心と認識を高めること

を目的として、水辺環境や環境関連施設の見学等を、小学生を対象に保護者同伴の上、年 1

回（夏休み期間中、7 月末）実施していますが、令和 2 年度から令和 4 年度は新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため中止となりました。 

 

<親と子の環境教室実施状況> 

                                （単位：人） 

実施日 実施場所 
参加人数 

武蔵村山市 東大和市 東村山市 清 瀬 市 合 計 

令和元年度 7/29 深城ダム・山梨県桂川ウェルネスパーク 21 25 18 18 82 

令和２年度 ― ― ― ― ― ― ― 

令和３年度 ― ― ― ― ― ― ― 

令和４年度 ― ― ― ― ― ― ― 

令和５年度 8/4 埼玉県立 川の博物館 4 16 14 18 52 

※ 令和 2 年度から令和 4 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により、中止。 
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3 環境学習会 

 

武蔵村山市環境基本条例が平成 16年 7月 1日に施行されたことに伴い、第 12条「環境保

全等に関する学習の推進」に基づき平成 17 年度から、市民を対象に狭山丘陵を中心に市内

の環境について、関心を持ってもらい、市内環境への意識を高めることを目的に年 2回実施

していますが、令和 2年度及び令和 3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点によ

り中止となりました。 

 

 

<環境学習会実施状況> 

                               （単位：人） 

実施日 実施場所 実施内容 参加人数 

令和元年度 
10/26 里山民家周辺 昆虫・植物観察会 － 

2/22 里山民家周辺 フィールドビンゴ － 

令和２年度 
－ － － － 

 － － － － 

令和３年度 
－ － － － 

－ － － － 

令和４年度 
10/23 里山民家周辺 昆虫・植物観察会 20 

2/25 里山民家周辺 自然観察会 26 

令和５年度 
10/21 里山民家周辺 生物・植物観察会 12 

2/17 里山民家周辺 自然観察会 7 

※ 令和元年度秋は天候不良のため、春は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により、中止 

※ 令和 2 年度及び令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により、中止 

 

 

4 環境副読本 

 

子どもたちの将来にわたる環境保全の関心を高め、正しい理解と認識を持ってもらうため、

市内小学 4年生を対象に、環境副読本「みんなで考えよう！市内の環境について」を作成し、

配布しています。 
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≪ 騒音関係 ≫ 

 

1 環境騒音調査 

 

環境調査の一環として、市内全域を 500mメッシュに 55地点を区切り、用途地域及び環境

基準の地域区分を参考にメッシュ内で各 1地点選定します。また、地域別の騒音（環境騒音）

を調査し、環境基本法第 16 条第 1 項の規定に基づく、騒音にかかる環境基準適合状況並び

に付近の環境に与える影響を把握し、今後の環境対策資料としています。 

 

（ア）騒音による環境基準※１ 

（単位：㏈） 

地域の類型※2 

基準値 

昼間 (６時～２２時) 夜間 (２２時～６時) 

ＡＡ※3 ５０デシベル以下  ４０デシベル以下 

Ａ及びＢ ５５デシベル以下  ４５デシベル以下 

Ｃ ６０デシベル以下  ５０デシベル以下 

 

※1 環境省ホームページ「騒音に係る環境基準について」より参照 

 

※2 ① ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏

を要する地域とする。 

② Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

③ Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 

④ Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

 ただし、次表に掲げる地域に該当する地域（以下「道路に面する地域」という。）については、上表

によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

 

※3 本市において、地域類型ＡＡの該当地域はない。 

 

地域の区分 

基準値 

昼間 (６時～２２時) 夜間 (２２時～６時) 

Ａ地域のうち2車線以上の車線を有す
る道路に面する地域 

６０デシベル以下  ５５デシベル以下 

Ｂ地域のうち 2 車線以上の車線を有す
る道路に面する地域及びＣ地域のうち
車線を有する道路に面する地域 

６５デシベル以下  ６０デシベル以下 

 

（イ）身近な音の目安  

                                              （単位：㏈） 
音 量 目  安 音 量 目  安 

20 木の葉の触れ合う音 80 走行中の地下鉄車内 

30 ささやき声 90 怒鳴り声、騒々しい工場内 

40 深夜の市内・図書館 100 電車が通るときのガード下 

50 静かな事務所 120 自動車の警笛（前方２ｍ） 

60 走行中の自動車内・普通の会話 130 飛行機のエンジン近く 

70 掃除機・騒々しい事務所   
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（ウ）環境騒音調査結果 

（単位：㏈） 

 

調  査  地  点 

朝 昼 夕 

測定月日 6 時 

～  
12 時 

12 時

～  
17 時 

17 時

～  
22 時 

1 伊奈平四丁目 32 番地（海道緑地保全地域南付近） 44.3 46.7 42.0 11/22 

2 伊奈平五丁目 84 番地（伊奈平公園南付近） 61.0 55.8 57.7 〃 

3 伊奈平四丁目 17 番地（海道緑地保全地域東付近） 52.4 50.6 49.1 〃 

4 伊奈平三丁目 19 番地（ダイエー武蔵村山店東付近） 56.2 51.1 52.8 〃 

5 伊奈平二丁目 55 番地（伊奈平自治会館付近） 65.1 62.1 63.2 〃 

6 伊奈平二丁目 29 番地（資源リサイクルセンター付近） 50.0 65.5 57.0 〃 

7 大南一丁目 116 番地（西大南樹林公園西付近） 41.5 44.4 47.4 11/21 

8 大南一丁目 37 番地（市立小中一貫校大南学園西付近） 51.6 49.6 51.0 〃 

9 大南五丁目 1 番地の 69（大南地区学習等供用施設付近） 52.1 51.3 51.6 〃 

10 大南五丁目 48 番地（都立上水高校北付近） 61.7 56.3 51.1 〃 

11 中原一丁目 30 番地の 17（経塚向公園東付近） 40.1 42.8 41.0 11/22 

12 残堀四丁目 21 番地（残堀・伊奈平地域運動場付近） 43.0 40.9 41.9 〃 

13 残堀一丁目 60 番地の 3（残堀・伊奈平地区学習等供用施設付近） 47.4 49.8 50.3 〃 

14 残堀五丁目 85 番地（市立第五中学校南付近） 35.2 38.5 34.3 〃 

15 残堀五丁目 28 番地（残堀自治会館付近） 41.9 42.9 35.3 〃 

 16 伊奈平一丁目 26 番地（バンテック物流センター南付近） 56.6 55.5 53.4 〃 

17 三ツ藤一丁目 77 番地（三ツ藤南公園付近） 47.3 54.6 45.9 〃 

18 榎三丁目 45 番地（イオンモール北付近） 39.2 49.3 43.0 11/21 

19 榎二丁目 77 番地の 3（新海道児童遊園付近） 52.7 36.4 35.4 〃 

20 学園五丁目 23 番地（東京経済大学付近） 42.6 47.8 50.1 〃 

21 学園一丁目 91 番地（市立第九小学校北付近） 44.1 46.7 44.1 〃 

22 学園一丁目 70 番地の 5（学園児童遊園付近） 44.8 41.9 39.7 〃 

23 大南二丁目 79 番地の 1（市立小中一貫校大南学園北付近） 34.8 45.5 34.7 〃 

24 緑が丘 1460 番地（市立小中一貫校村山学園北付近） 54.6 52.0 52.3 〃 

25 学園四丁目 6 番地の 1（市立雷塚小学校付近） 45.0 54.1 54.6 〃 

26 緑が丘 1460 番地（オカネ塚公園付近） 48.6 49.3 58.7 〃 

27 大南五丁目 9 番地（大南公園付近） 67.1 61.6 65.2 〃 

28 中原二丁目 25 番地（中原地区集会所北付近） 43.5 45.6 42.0 11/22 

29 中原二丁目 21 番地の 4（中原公園付近） 40.0 44.4 37.5 〃 

30 岸一丁目 20 番地の 4（大道児童遊園付近） 55.2 50.9 59.3 〃 
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調  査  地  点 

朝 昼 夕 

測定月日 6 時 

～  
12 時 

12 時

～  
17 時 

17 時

～  
22 時 

31 三ツ藤三丁目 27 番地（山王森公園付近） 45.1 49.1 42.3 11/22 

32 三ツ木一丁目 42 番地（電話交換局北付近） 39.2 44.1 34.9 〃 

33 三ツ木三丁目 22 番地（宿薬師堂境内付近） 58.7 59.1 56.6 〃 

34 三ツ木一丁目 7 番地（峰自治会館付近） 46.5 55.2 51.7 〃 

35 本町二丁目 77 番地の 1（中久保図書館付近） 52.9 54.3 53.2 〃 

36 本町一丁目 19 番地（市民会館東付近） 39.0 36.2 46.4 11/21 

37 本町二丁目 36 番地の 2（第五分団車庫付近） 64.0 63.6 62.9 11/22 

38 本町四丁目 40 番地（市立第三老人福祉館付近） 50.4 53.5 47.3 11/21 

39 中央二丁目 125 番地（お伊勢の森神明社西付近） 36.8 47.1 38.8 〃 

40 神明一丁目 37 番地（中砂橋付近） 45.7 52.9 48.5 〃 

41 中央三丁目 33 番地（萩の尾薬師堂北付近） 53.0 56.2 54.0 〃 

42 中藤一丁目 37 番地（真福寺付近） 43.5 44.1 39.2 〃 

43 神明三丁目 120 番地（市立第三中学校東付近） 32.0 48.8 37.6 〃 

44 神明二丁目 86 番地（神明社境内付近） 44.1 51.6 50.2 〃 

45 神明二丁目 121 番地の 1（大橋南付近） 49.2 45.3 51.0 〃 

46 岸二丁目 24 番地の 3（須賀神社境内付近） 45.3 48.7 50.5 11/22 

47 岸三丁目 47 番地の 7（市立第四老人福祉館付近） 49.2 42.1 34.0 〃 

48 三ツ木四丁目 1 番地（野山北公園内リサイクルセンター付近） 45.1 38.5 34.0 〃 

49 本町五丁目 31 番地の 1（野山北公園プール付近） 40.1 41.9 33.6 〃 

50 本町五丁目 29 番地の 1（かたくりの湯付近） 46.9 43.7 40.5 〃 

51 中藤二丁目 27 番地（番太池付近） 40.2 42.1 39.9 11/21 

52 中藤三丁目 63 番地の 3（防火水槽付近） 43.7 39.1 44.3 〃 

53 中藤四丁目 18 番地の 1（第一分団車庫付近） 64.6 63.6 65.6 〃 

54 中藤五丁目 55 番地（大橋北付近） 50.3 49.2 52.2 〃 

55 榎一丁目１番地（武蔵村山病院北付近） 39.2 45.6 37.9 〃 

 

 

 

 

 

2 主要幹線道路環境調査 

 

環境調査の一環として、市内の幹線道路を通過する自動車による騒音、振動、大気汚染を

調査し、環境基本法第 16 条第 1 項の適合状況並びに付近の環境に与える影響の実態を把握

し、今後の環境対策資料としています。 
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（ア）主要幹線道路沿道調査結果 

調  査  項  目 
騒音(等価騒音ﾚﾍ゙ ﾙ) 

(㏈) 

振動（上端値） 

(㏈) 
二酸化窒素 

(ppm) 

浮 遊 粒 子 

状 物 質 

(㎎/㎥) 

交通量

(台) 

道 路 
調査地点 

(調査日) 
区  分 

昼 

6時 

～22時 

夜 

22 時 

～ 6 時 

昼 

8時 

～19時 

夜 

19 時 

～ 8 時 

都道 

第5号線 

（青梅街

道） 

第 一 分 団 

車 庫 付 近 

(10/24～25) 

調査結果 62 55 35 24 0.011 0.013 6,600 

環境基準  70以下  65以下 ― ― 0.06 以下 0.10 以下 ― 

要請限度  75以下  70以下 65以下 60以下 ― ― ― 

第 六 分 団 

車 庫 付 近 

(10/24～25) 

調査結果 68 63 32 25 0.013 0.014 13,284 

環境基準  70以下  65以下 ― ― 0.06 以下 0.10 以下 ― 

要請限度  75以下  70以下 65以下 60以下 ― ― ― 

都道 

第5号線 

(新青梅街

道) 

武 蔵 村 山 

郵 便 局 付 近 

(10/23～24) 

調査結果 70 65 54 47 0.023 0.016 36,906 

環境基準  70以下  65以下 ― ― 0.06 以下 0.10 以下 ― 

要請限度  75以下  70以下 65以下 60以下 ― ― ― 

桃 ノ 木 

歩 道 橋 付 近 

(10/23～24) 

調査結果 75 71 45 41 0.022 0.014 40,554 

環境基準  70以下  65以下 ― ― 0.06 以下 0.10 以下 ― 

要請限度  75以下  70以下 65以下 60以下 ― ― ― 

主要地方道

第 55号線 

大 南 一 丁 目 

バ ス 停 付 近 

(10/26～27) 

調査結果 67 63 41 35 0.013 0.013 14,028 

環境基準  70以下  65以下 ― ― 0.06 以下 0.10 以下 ― 

要請限度  75以下  70以下 70以下 65以下 ― ― ― 

主要地方道 

第 59号線 

三 ツ 藤 住 宅 

東 バ ス 停 付 近 

(10/26～27) 

調査結果 66 62 37 34 0.016 0.013 13,836 

環境基準  70以下  65以下 ― ― 0.06 以下 0.10 以下 ― 

要請限度  75以下  70以下 65以下 60以下 ― ― ― 

㈱文明堂東京武蔵

村山工場東付近 

(10/26～27) 

調査結果 66 64 41 40 0.018 0.011 19,080 

環境基準  70以下  65以下 ― ― 0.06 以下 0.10 以下 ― 

要請限度  75以下  70以下 70以下 65以下 ― ― ― 

一般都道 

第 162号線 

第 七 分 団 

車 庫 付 近 

(10/24～25) 

調査結果 69 65 37 31 0.019 0.018 14,064 

環境基準  70以下  65以下 ― ― 0.06 以下 0.10 以下 ― 

要請限度  75以下  70以下 65以下 60以下 ― ― ― 

市道 

第2号線 

(江戸街

道) 

東京日産自動車 

販 売 ㈱ 北 付 近 

(10/23～24) 

調査結果 61 56 32 26 0.017 0.011 11,352 

環境基準  65以下  60以下 ― ― 0.06 以下 0.10 以下 ― 

要請限度  75以下  70以下 70以下 65以下 ― ― ― 

※ 調査結果が要請限度を超える場合については、道路を管理している東京都に対し改善の要請をしています。
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（イ）道路沿道調査に伴う一般大気調査結果 

調査地点 調 査 日 
調査項目 

二 酸 化 窒 素 ( p p m ) 浮遊粒子状物質(㎎/㎥) 

市 役 所 
10月24日～25日 0.013 0.012 

10月26日～27日 0.010 0.010 

三ツ木地区学習 

等 供 用 施 設 

10月23日～24日 0.013 0.010 

10月24日～25日 0.013 0.012 

大 南 地 区 学 習 

等 供 用 施 設 

10月23日～24日 0.015 0.011 

10月26日～27日 0.013 0.010 

残堀･伊奈平地区

学習等供用施設 

10月23日～24日 0.015 0.010 

10月24日～25日 0.014 0.013 

10月26日～27日 0.013 0.010 

環境基準    0.06以下    0.10 以下 

※ 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の数値は調査期間中の１時間値の平均値です。 

※ 「環境基準」とは、環境基本法に基づく環境基準です。 

※ 「要請限度」とは、騒音規制法の自動車騒音及び振動規制法道路交通振動に係る要請限度です。 

 

 

 

（ウ）各調査方法 
 

 

① 騒音の測定は、JIS Z 8731に定める方法で正時毎に10分間24時間測定しています。 

② 振動の測定は、JIS Z 8735に定める方法で正時毎に10分間24時間測定しています。 

③ 二酸化窒素の測定は、JIS B 7953に定める方法の吸光光度法で24時間連続測定してい

ます。 

④ 浮遊粒子状物質の測定は、JIS B 7954に定める方法のベータ線吸収法で24時間連続

測定しています。 

⑤ 交通量の測定は、ハンドカウンターにより正時毎に10分間24時間測定し、1時間値に換

算して24時間の交通量としています。 
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3 自動車騒音常時監視調査 

 

騒音規制法第 18 条第 1 項の規定に基づき、武蔵村山市内における主要幹線道路を対象と

し、自動車騒音の状況の常時監視を実施し、評価対象路線の環境基準の達成状況の把握を行

い、今後の総合的な道路環境の各種施策への反映を図る資料としています。 

 

（ア）調査方法 

 

① 騒音の測定は、JIS C 1509-1に定める仕様に適合する測定機を用いて測定しています。 

② 面的評価は、評価区間毎に、評価区間内に存在する住居等の属性、地域の残留騒音につ

いて調査しています。 

 

（イ）自動車騒音常時監視調査結果 

 

① 騒音測定地点  武蔵村山市榎三丁目 113番地の 6 

② 評価対象路線   八王子武蔵村山線（主要地方道第 59号線） 

          伊奈平三丁目から本町二丁目まで 

③  調 査 日  令和 5年 11月 13日から 14日 

 

<調査結果> 

    

昼夜とも基準値以下 昼のみ基準値以下 夜のみ基準値以下 昼夜とも基準値超過 

戸数

（戸） 

割合 

(%) 

戸数

（戸） 

割合 

(%) 

戸数

（戸） 

割合 

(%) 

戸数

（戸） 

割合 

(%) 

全戸数 

(4,196戸） 
4,017 95.7 131 3.1 0 0.0 48 1.2 

近接空間 

 (1,565戸） 
1,487 95.0 57 3.7 0 0.0 21 1.3 

非近接空間 

（2,631戸） 
2,530 96.2 74 2.8 0 0.0 27 1.0 

環境基準（昼間 70dB以下、夜間 65dB以下） 
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4 横田基地航空機騒音調査 

 

横田基地の航空機騒音の実態を把握するため、市立第十小学校屋上に航空機騒音測定器を

設置し、測定を行っています。 

また、国は市立第十小学校屋上、東京都は第二老人福祉館屋上に航空機騒音測定器を設置

し、測定を行っており、環境基準の類型を当てはめる地域の指定は、5 飛行場（東京国際空

港、横田飛行場、厚木飛行場、調布飛行場、立川飛行場）について行っています。 

 

 

（ア）環境基準(Lden) 

地

域

類

型 

類型を当てはめる地域 

基準値（㏈） 

Lden 

（H25.4.1 から） 

Ⅰ 

第 1 種低層住居専用地域 

第 2 種低層住居専用地域 

第 1 種中高層住居専用地域 

第 2 種中高層住居専用地域 

第 1 種住居地域 

第 2 種住居地域 

及び準住居地域 

並びに用途地域の定めのない地域 

57㏈以下 

Ⅱ 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

及び工業地域 

62㏈以下 

※ 環境省ホームページ「航空機騒音に係る環境基準について」より参照 
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（イ）達成期間等 

 

環境基準は、公共用飛行場等の周辺地域においては、飛行場の区分毎に次表の達成期間の

欄に掲げる期間で達成され、又は維持されるものとする。この場合において、達成期間が 5

年を超える地域においては、中間的に同表の改善目標の欄に掲げる目標を達成しつつ、段階

的に環境基準が達成されるようにするものとしています。 

 

飛行場の区分 達成期間 改善目標 

新設飛行場 

直ちに ― 

既
設
飛
行
場 

第三種空港及びこれに準ず

るもの 

第二種空港(福岡空

港を除く。) 

A 5 年以内 ― 

B 
10 年以内 

5 年以内に、70 ㏈未満とすること又は 70 ㏈以

上の地域において屋内で 50㏈以下とすること。 成田国際空港 

第一種空港（成田国際空港

を除く。）及び福岡空港 

10 年をこえる期

間内に可及的速

やかに 

① 5年以内に、70㏈未満とすること又は 70㏈

以上の地域において屋内で 50 ㏈以下とする

こと。  

② 10 年以内に、62 ㏈未満とすること又は 62

㏈以上の地域において屋内で 47 ㏈以下とす

ること。 

※ 環境省ホームページ「航空機騒音に係る環境基準について」より参照 

※ 軍用飛行場の周辺地域においては、平均的な離着陸回数及び機種並びに人家の密集度を勘案し、当

該飛行場と類似の条件にある表の飛行場の区分に準じて環境基準が達成され、又は維持されるように

努めるものとしています。 
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（ウ）横田基地航空機騒音調査結果①  

 

 

 

（エ）横田基地航空機騒音調査結果② 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

調査日数（日） 366 365 365 365 361 

飛
行
回
数
（
回
） 

7 時～19 時 1,477 1037 735 756 824 

19 時～22 時 425 132 88 116 57 

22 時～7 時 20 18 23 7 51 

合  計 1,922 1,187 846 879 932 

最大値 Lden（dB） 56.3 55.2 57.9 64.9 54.1 

1 年間の平均値 Lden（dB） 45.9 44.5 43.6 45.1 42.6 

※ 令和5年7月1日から5日までは、測定器の不調により測定ができなかったため、7月の測

定日数は26日としている。 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

飛行回数 

（回） 

Lden 

(dB) 

飛行回数 

（回） 

Lden 

(dB) 

飛行回数 

（回） 

Lden 

(dB) 

飛行回数 

（回） 

Lden 

(dB) 

飛行回数 

（回） 

Lden 

(dB) 

4 月 228 47.5 151 47.0 86 47.1 105 42.6 137  54.1  

5 月 180 47.7 88 44.5 84 42.7 109 46.1 118  53.4  

6 月 143 45.4 152 46.8 107 43.5 73 43.4 100  46.7  

7 月 98 43.9 89 43.2 72 41.8 68 41.3 45  49.9  

8 月 176 147.1 122 43.6 72 41.1 51 40.8 122  48.5  

9 月 188 46.3 94 42.7 57 41.1 71 42.9 56  50.6  

10 月 192 45.9 97 44.9 65 41.2 63 43.5 48  51.3  

11 月 162 46.9 86 43.5 95 46.4 80 44.7 93  53.1  

12 月 169 45.9 88 42.0 40 42.0 65 42.7 50  51.6  

１月 191 47.4 66 45.3 62 41.8 78 51.2 82  52.4  

2 月 76 43.8 56 44.1 27 41.7 49 44.2 43  49.1  

3 月 119 43.5 98 43.5 79 45.7 67 45.3 38  51.4  

1 年間 

の評価 
1,922 45.9 1,187 44.5 846 43.6 879 45.1 932 54.1 
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5 立川飛行場等航空機騒音調査 

 

立川飛行場等の航空機騒音の実態を把握するため、大南地区学習等供用施設屋上に航空機

騒音測定器を設置し、年 2回(14日間)、大南地区学習等供用施設上空を通過する立川飛行場

等の航空機による騒音の測定を行っています。 

 

 

<立川飛行場等航空機騒音調査結果>   

                                                                   

年 度 調査月日 Lden（dB） 飛行回数（回） 最高音（dB） 

令和元年度 
7/30～8/5 

9/27～10/3 
42.2 120 73.2 

令和２年度 
7/28～8/3 

9/29～10/5 
42.5 154 80.7 

令和３年度 
8/11～8/17 

10/12～10/18 
40.8 57 81.0 

令和４年度 
7/23～7/29 

10/4～10/10 
44.4 71 78.1 

令和５年度 
8/1～8/7 

10/3～10/9 
42.8 168 79.2 
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≪ 大気関係 ≫ 

 

1 酸性雨調査 

 

工場、自動車等からの排ガス中に含まれる硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物質が大

気中・雨滴中で酸化され、硫酸・硝酸等に変化し、雨水に取り込まれてできた酸性度の強い

雨のことをいいます。 

  酸性の程度は、pH（水素イオン濃度）で表され、pH7を中心に、低いと酸性、高いとアル

カリ性となります。 

  通常の雨水には大気中の二酸化炭素が溶け込んでいるため pH7より低い値を示します。 

大気中の二酸化炭素が十分に溶け込んだ場合の pH が 5.6 であるため、一般的にはこれよ

り低い雨水を酸性雨と呼んでいます。 

 酸性雨は、湖沼や河川を酸性にし、水生生物を死滅させたり、土壌が酸性化し、森林を枯

らしてしまうこともあります。 

また、建物等を腐食する被害も引き起こします。 

  市では平成 3 年度から、月に一度市役所屋上で雨水を採水し、パーソナル pH メーターを

用い簡易分析を行っています。 

 

 

<酸性雨調査結果> 

（単位：pH） 

年  度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年 平 均 7.8 8.4 8.0 7.3 7.9 

 

 

2 二酸化窒素調査 

 

自動車、工場などで燃料の燃焼に伴って排出され燃料中の窒素分や空気中の窒素ガスが酸

化され、生成されます。 

排出される窒素酸化物の 90％以上は一酸化窒素（NO）ですが、空気中で酸化され二酸化窒

素となります。 

窒素酸化物は、72％が自動車等から、28％が工場や家庭から排出されています。 

高濃度のものは、赤褐色の気体で刺激臭があり、呼吸器に悪影響を与えるといわれていま

す。 

また、水に溶けやすく、水と反応して硝酸や亜硝酸を生ずることから酸性雨の原因ともな

っています。 
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（ア）環境基準 

 

公害対策基本法第 9 条（現環境基本法第 16 条）の規定の基づき、昭和 53 年 7 月 11 日に

環境庁が告示（告示 38 号）したもので、大気汚染に係る環境上の条件のうち、二酸化窒素

に係る環境基準は、1時間値の 1日平均値が 0.04ppmから 0.06ppmまでのゾーン内又はそれ

以下です。 

また、環境基準は、工業専用地域、車道、その他一般公衆が通常生活していない地域又は

場所については適用しません。 

 

 

（イ）二酸化窒素濃度調査（アルカリろ紙方式） 

 

平成 27 年度までは、各調査地点に二酸化窒素採取器内にアルカリろ紙を設置し、大気中

の二酸化窒素を吸着させたものを採取して、分析委託により得た値を表示していましたが、

平成 28 年度から道路沿道調査に伴う一般大気調査のバックグラウンドの値を表示していま

す。 

 

 

<二酸化窒素濃度調査結果> 

（単位：ppm） 

年  度 市 役 所 
三ツ木地区 

学習等供用施設 

残堀・伊奈平 

学習等供用施設 

大南地区 

学習等供用施設 
平 均 

令和元年度 0.004 0.005 0.001 0.003 0.003 

令和２年度 0.019 0.024 0.023 0.021 0.022 

令和３年度 0.009 0.009 0.010 0.009 0.009 

令和４年度 0.010 0.012 0.016 0.010 0.012 

令和５年度 0.012 0.013 0.014 0.014 0.013 
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3 光化学スモッグ注意報等発令状況 

 

自動車や工場等から排出される窒素酸化物と炭化水素が、太陽の強い紫外線を受けると光

化学反応を起こし、オゾン等の光化学オキシダント（酸化性物質）を発生させます。 

  気象条件によっては、この光化学オキシダントがたまり、白くもやがかったような状態に

なることがあります。この状態を「光化学スモッグ」と呼んでいます。 

  光化学スモッグは 4 月から 10 月にかけての日差しが強くて気温の高い、風の弱い日に発

生します。特に、太平洋高気圧に覆われる 7～8 月は気温も高く紫外線も強く安定した天気

が続くため、光化学スモッグが発生しやすい気象条件となります。 

  市では、光化学スモッグ注意報等が発令された際、防災行政無線等で周知しています。 

 

 

（ア）光化学スモッグの症状と対策 

 

光化学オキシダントの影響を受けやすいのは、外気に直接触れる目や呼吸器です。主な症

状としては目の痛み、咳、気分の悪さ等が挙げられ、まれに重症化すると呼吸困難、手足の

しびれ、めまい、頭痛、発熱、嘔吐、意識障害等の症状を引き起こすこともあります。 

身体影響には個人差が大きいので、周囲の人たちが何ともなくても自分だけ症状が表れる

可能性もあり、幼児、子供、病弱な人、特にアレルギー性の結膜炎や喘息等の持病がある人

は一層の注意が必要です。 

光化学オキシダントの影響はマスク等では予防できないため、光化学スモッグ注意報が発

令されたら、注意報解除の放送等があるまで、屋外での作業等は控え、屋内で過ごしてもら

えるよう周知しています。 

 

 

（イ）発令基準 

                                 （単位：ppm）  

学校情報 予  報 注 意 報 警  報 重大緊急報 

0.10 以上 
高濃度が予想 

される時 
0.12以上 0.24以上 0.40以上 
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（ウ）光化学スモッグ注意報等発令状況 

年 度 
学校情報

発令日数 

予報 

発令日数 

注意報 

発令日数 

警報 

発令日数 
オキシダント最高濃度 

令和元年度 13 2 5 0 
※測定点：品川区豊町（H31.5.26  11 時）  
測定値：0.201ppm 

令和２年度 12 0 2 0 ※測定点：渋谷区宇田川町(R2.8.15 14 時) 
 測定値：0.199ppm 

令和３年度 16 3 6 0 
※測定点：練馬区石神井町(R3.8.26 16 時) 
 測定値：0.168ppm 

令和４年度 9 2 4 0 ※測定点：品川区八潮局(R4.6.30 15 時) 
 測定値：0.192ppm 

令和５年度 12 1 3 0 
※測定点：武蔵野市関前（R5.7.26 14 時） 
 測定値：0.167ppm 

※ 東京都環境局ホームページ「光化学スモッグ発生状況」から引用 
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≪ 河川等の水質関係 ≫ 

 

1 残堀川調査 

 

残堀川は、瑞穂町にある都立狭山自然公園内の狭山池を水源とし、瑞穂町、武蔵村山市及

び立川市を流れ、多摩川に合流する延長 14.5kmの 1級河川です。 

流域面積は、34.7km２で、残堀川に流入する支流は、瑞穂町で 4 河川（狭山谷川・夕日台

川・峰田川・滝田川）、武蔵村山市で 1河川（横丁川）、立川市で 3用水（立川堀分水支流・

昭和用水・昭和用水支流）、3湧水（富士見マンション裏弁天・東京都農林総合研究センター・

JR中央線鉄橋北側）があります。 

 

 

（ア）残堀川水質調査会 

 

残堀川の水質汚濁実態を把握し、水質改善を推進するための資料とするため、2市 1町（武

蔵村山市、立川市、瑞穂町）で組織され、毎年、残堀川の上流部、中流部、下流部において、

年 4回の定期水質調査と年 1回の水生生物調査の合同調査を実施しています。 

  また、本調査会では、その調査結果をもとに報告書を作成し、毎年、関係行政機関（多摩

環境事務所、北多摩北部建設事務所、西多摩建設事務所）に対して、本報告書及び要望書を

提出し、より良い河川環境の推進をするための活動を行っています。 

残堀川の現状は、下水道の普及とともに河川整備も進んだことから、以前と比べると、水

質は改善されています。その一方で、中流域においては、水量不足による瀬切れが多く見受

けられており、河川水の不足が大きな課題となっているため、今後も水量確保を中心に要望

を行っていきます。 
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（イ）残堀川水質定期調査結果 

(単位：㎎/ℓ（水素イオン濃度 pH、大腸菌数 CFU/100mℓ）) 

 
調査項目 

富士塚橋 中砂大橋 環境基準 

（A 類型） 6/7 8/29 10/11 12/22 6/7 8/29 10/11 12/22 

生
活
環
境
項
目 

水素イオン濃度 7.7 7.9 7.8 - 7.8 9.2 7.8 - 6.5～8.5 

生物化学的酸素要求量 1.1 1.5 0.6 - 0.8 4.5 0.8 - 2 以下 

浮遊物質量 2 7 3 - 1 11 5 - 25 以下 

溶存酸素量 9.9 6.4 11.5 - 10.1 10.6 9.7 - 7.5 以上 

大腸菌数 240 140 84 - 210 29 100 - 300 以下 

健
康
項
目 

カドミウム 

 

0.003 以下 

全シアン 不検出 

PCB 不検出 

鉛 0.01 以下 

六価クロム 0.05 以下 

ひ素 0.01 以下 

総水銀 0.0005 以下 

そ
の
他 

全窒素  

全リン  

陰イオン界面活性剤  

※ 令和元年度から、残堀川水質調査会において調査項目の統一をしたことにより、健康項目の水質調

査は、行っていない。 

 

（ウ）水生生物調査結果 

 

残堀川全域で 11種類の魚類、47種の付着藻類、49種の底生生物が確認されました。中流

部（武蔵村山市）では、6 種 58個体の魚類、27種 5,058細胞/mm2の付着藻類、8種 83個体

の底生生物が確認されました。生物学的水質判定の総合結果として、付着藻類はβm（わり

あいきれいな水域）、底生生物はαm（よごれている水域）となっています。 

 

〈中流部魚類調査結果〉（単位：匹） 

種類 捕獲数 

オイカワ 38 

カワムツ 13 

アブラハヤ 0 

モツゴ 2 

タモロコ 1 

ドジョウ 2 

メダカ属（飼育品種） 2 

※ 調査日は令和 5年 7月 13日 
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2 空堀川調査 

 

空堀川は、武蔵村山市にある野山北公園の丘陵地帯を水源とし、武蔵村山市、東大和市、

東村山市、清瀬市を流れ、柳瀬川に合流する延長約 15kmの東京都 1級河川です。 

流域面積は、26.8km２で、空堀川に流入する支流は、東大和市で 1 河川（奈良橋川）あり

ます。 

 

（ア）空堀川水環境確保対策会  

 

空堀川水環境確保対策会（以下「対策会」という。）は、流域 4 市（武蔵村山市、東大和

市、東村山市、清瀬市）で組織され、空堀川の汚濁実態を把握し、水質改善を推進するため

の資料とするため、毎年、各市上流部及び下流部において年 4回の定期調査と各市下流部に

おいて年 1回の通日調査を実施しています。 

本対策会では、年 8回の会議を開き、空堀川水環境確保対策要望活動及び親と子の環境教

室の開催について検討しています。 

また、本対策会では、その調査結果を基に作成した報告書を関係行政機関（東京都環境局、

多摩環境事務所）に提出し、良好な河川環境の保全及び河川の水量確保に関する抜本的な対

策等の推進について要望するとともに、流域 4市合同で親と子の環境教室を開催し、参加者

の交流を図りました。 

今後も、空堀川の水質調査及び要望活動を実施し、水質浄化及び水量の確保を図りながら、

快適な水辺環境の創出を目指していきます。 
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（イ）空堀川水質定期調査結果 

 

                (単位：㎎/ℓ（水素イオン濃度 pH、大腸菌数 CFU/100mℓ）) 

 
調査項目 

砂野橋 名称不詳橋 環境基準 

（A 類型） 5/18 8/17 11/14 2/8 5/18 8/17 11/14 2/8 

生
活
環
境
項
目 

水素イオン濃度 － － － － 8.2 7.9 8.2 8.1 6.5～8.5 

生物化学的酸素要求量 － － － － 1.2 0.7 1.5 1.5 2 以下 

浮遊物質量 － － － － 2 7 2  1 25 以下 

溶存酸素量 － － － － 8.0 6.8 9.4 10.8 7.5 以上 

大腸菌数 － － － － 70 35 380 160 300 以下 

健
康
項
目 

カドミウム － － － － <0.0003 <0.0003 0.0003 <0.0003 0.003 以下 

全シアン － － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 不検出 

PCB － － － － <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 不検出 

鉛 － － － － 0.003 0.002 0.002 0.008 0.01 以下 

六価クロム － － － － <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02 以下 

ひ素 － － － － <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 以下 

総水銀 － － － － <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.0005 以下 

そ
の
他 

全窒素 － － － － 1.1 1.1 0.05 0.8  

全リン － － － － 0.04 0.08 0.02 0.03  

陰イオン界面活性剤 － － － － <0.02 <0.02 <0.02 <0.02  

※ 「－」については、水量不足により欠測となった。 
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3 その他の河川調査 

 

<久保の川、谷戸川、入谷川、横丁川、河川調査結果> 

（単位：㎎/ℓ（水素イオン濃度のみ pH）） 

地点 調査項目 
調査日 

環境基準 
5/18 8/17 11/14 2/8 

（
後
ヶ
谷
戸
通
り
終
点
） 

久
保
の
川 

水素イオン濃度 7.8 7.5 7.3 8.0 6.5～8.5 

生物化学的酸素要求量 1.0 1.2 1.6 1.0 2 以下 

浮遊物質量 2 2 9 1 25 以下 

溶存酸素量 7.0 6.1 6.6 8.9 7.5 以上 

（

田

島

橋

） 

谷
戸
川 

水素イオン濃度 9.0 9.0 7.8 8.1 6.5～8.5 

生物化学的酸素要求量 1.4 1.0 1.2 2.4 2 以下 

浮遊物質量 2 12 9 4 25 以下 

溶存酸素量 9.1 7.3 10.0 11.0 7.5 以上 

（
鍛
治
ヶ
谷
戸
橋
） 

入
谷
川 

水素イオン濃度 8.0 7.9 7.7 8.0 6.5～8.5 

生物化学的酸素要求量 1.5 0.7 1.9 0.9 2 以下 

浮遊物質量 2 5 3 5 25 以下 

溶存酸素量 8.0 7.2 9.3 10.7 7.5 以上 

（
三
ツ
木
交
番
下
流
） 

横
丁
川 

水素イオン濃度 8.4 8.8 8.8 8.1 6.5～8.5 

生物化学的酸素要求量 0.8 0.7 1.8 1.3 2 以下 

浮遊物質量 2 2 24 1 25 以下 

溶存酸素量 8.9 9.3 9.6 10.8 7.5 以上 
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4 地下水汚染調査 

 

かつて地下水汚染は、浅井戸で細菌汚染、クロムやシアンによる汚染が主でしたが、環境

庁が昭和 57 年度及び 58 年度に実施した地下水汚染実態調査の結果、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレン等の有機塩素系化合物による広範な汚染が認められました。 

  このため、都では、地下水の汚染の防止を図るため、水質汚濁防止法に基づき、トリクロ

ロエチレンなどを使用している事業場に対して、有害物質の地下浸透防止の規制や指導を行

なっており、市では昭和 60年度から毎年度 5か所を選定し調査を行なっています。 

なお、環境基準の超過が見られる地点については調査を継続していきます。  

 

（単位：mg/ℓ） 

年度 住所 採水日 
トリクロロ 

エチレン 

テトラクロロ 

エチレン 

1・1・1 トリク 

ロロエタン 
四塩化炭素 

H31 

三ツ木 1 丁目 

R2.2.17 

<0.001 0.012 <0.03 <0.0002 

残堀 2 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

中藤 5 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

中央 2 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

岸 2 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

R2 

三ツ木 1 丁目 

R3.2.16 

<0.001 0.008 <0.03 <0.0002 

中央 3 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

三ツ木 3 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

中藤 4 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

中央 2 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

R3 

三ツ木 1 丁目 

R4.2.15 

<0.001 0.015 <0.03 <0.0002 

神明 2 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

三ツ木 3 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

中原 1 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

中央 3 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

R4 

三ツ木 1 丁目 

R5.2.10 

<0.001 0.017 <0.03 <0.0002 

本町 3 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

岸 2 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

中藤 3 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

残堀 5 丁目 0.004 <0.001 <0.03 <0.0002 

Ｒ5 

三ツ木 1 丁目 

R6.2.22 

<0.001 0.014 <0.03 <0.0002 

岸 2 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

本町 2 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

中央 2 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

中藤 1 丁目 <0.001 <0.001 <0.03 <0.0002 

環境基準 0.01 0.01 1 0.002 
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5 地下水揚水量報告 

 

環境確保条例第 97 条及び第 135 条の規定に基づき、一定の規模以上の揚水施設（井戸の

ポンプ揚水機の出力が 300 ワットを超える揚水施設）により地下水を揚水している方から、

年 1回揚水量の報告を受けています。 

また、環境確保条例では地盤沈下を防ぎ、地下水を保全するため様々な規制をしています。 

 

 

（ア）環境確保条例に基づく揚水施設の規制 

吐出口断面積 ストレーナーの位置 揚水機出力 揚水量 

6㎝２以下 深さの制限無し 2.2kW以下 
平均 10㎥/日 

最大 20㎥/日 

6㎝２を超え 

21㎝２以下 
500ｍ以深 

  

21㎝２を超える 

もの 
設置禁止（平成 13年 4月 1日以降） 
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（イ）地下水揚水量 

（単位：㎥） 

№ 施 設 名 
1 日平均揚水量 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

1 ㈱いなげや武蔵村山精肉センター 44 60 70 63 57 

2 ㈱コトブキ 村山工場 1 1 2 1 4 

3 ニシハラ理工（株）本社工場 181 188 199 169 145 

4 (独)国立病院機構 村山医療センター 523 583 408 444 386 

5 (福)鶴風会 東京小児療育病院 59 61 60 48 44 

6 (学)東京経済大学 村山校舎 17 10 9 12 11 

7 ㈱マイテック 0 0 0 0 0 

8 ㈱ワイケーシー 3 3 3 3 3 

9 ㈱東洋ボデー 21 21 16 14 18 

10 (福)武蔵村山正徳会 0 0 0 0 0 

11 ㈲紀の国屋 － 23 28 工場廃止  

12 ㈱梅田製作所 24 23 23 60 52 

13 出光リテール販売㈱ クルマークショップ 0 0 0 1 1 

14 ㈱小海ネームプレート製作所 6 4 3     6     4 

15 (学)むさしの佐野学園 武蔵みどり幼稚園 1 1 1     1     1 

16 日本医療衛生サービス㈱ 40 41 43 51 42 

17 第二砂川湯 8 15 14 16 17 

18 村山温泉 かたくりの湯 24 23 34 38 9 

19 鈴木トミ子畑地 2 3 1 1 1 

20 ㈱イシイ・フーズ 5 2 1 2 2 

21 出光リテール販売㈱ こぶし SS 8 11 12 10 8 

22 ㈱アサヒケーティー 8 7 7 7 7 

23 比留間運送㈱伊奈平工場 2 2 2 6 5 

24 多摩冶金㈱ 11 18 13 13 12 

25 タマランチ㈱ 11 8 9 11 12 

26 わらべや日洋㈱東京工場 22 12 12 26 25 

27 むさしの生コン㈱横田工場 11 10 9 16 25 

28 東京都水道局多摩水道改革推進本部 1,468 0 0 0 0 

29 湖南衛生組合 282 334 537 296 258 

30 下田園芸  2 4 14 4 23 

31 内野園  0 1 2 3 3 

32 タイヘイ㈱フード事業部 武蔵村山工場  8 41 45 49 46 

33 プロジェクト MURAYAMA 管理事務所 0 1 0 0 0 

34 ㈱富士グラウト工業  0 0 0 0 

35 ㈱中央クリーニング   2 7 5 

36 ㈱梅田製作所 プレス工場   5 7 9 
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37 多摩冶金㈱南工場    0 2 

合  計 2,792 1,511 1,584 1,385 1,237 

※ 「－」については、水量メーターの故障によるもの。 

なお、地下水揚水量を東京都に報告する様式の都合上、年度は１月１日から１２月３１日までと

する。 
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≪ その他 ≫ 

 

1 飼い主のいない猫去勢不妊手術補助金 

 

飼い主のいない猫に去勢・不妊手術を受けさせた経費の一部を補助することにより、飼い

主のいない猫の増加を抑制し、公衆衛生の向上等を図ることを目的に、毎年度要綱を定めて

います。飼い主のいない猫 1頭につき限度額を去勢・不妊手術を 5,000 円、付帯費用を 5,000

円とし、実際に要した費用とを比較していずれか少ない方の額を補助しています。 

 

<飼い主のいない猫去勢不妊手術補助金交付申請件数> 

        （単位：件） 

年 度 

申請数 

猫 
合計 

去勢 不妊 

令和元年度 17 19 36 

令和 2 年度 56 55 111 

令和 3 年度 42 31 73 

令和 4 年度 42 37 79 

令和 5 年度 15 12 27 

 

2 犬のふん放置防止啓発看板の配付 

 

武蔵村山市空き缶・吸い殻等の散乱及び犬のふんの放置等の防止に関する条例に基づき、

飼い主のマナー向上、犬のふん放置を防止するため、啓発用看板を配付しています。 

 

<犬のふん放置防止啓発看板配付数>  

              （単位：枚） 

 

 

 

 

年 度 配付数 

令和元年度 193 

令和２年度 163 

令和３年度 193 

令和４年度 212 

令和５年度 172 
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3 ユスリカ等害虫駆除 

 

ユスリカは、池、水田、側溝、プール等、流れの少ない水域で春先から初夏にかけ発生し、

蚊のような虫が水際で柱状に集まり飛びます。 

また、汚れた水域やきれいな水域等、環境に応じた種類のユスリカが発生するため、日本

では約千種ものユスリカが確認されています。ユスリカは、ハエ科に属する虫で蚊のように

人の血を吸うことはありませんが、屋内に侵入したり、時には洗濯物を汚したりするため「不

快害虫」と呼ばれています。 

  ユスリカ等害虫駆除は、市民等から要望があった際に随時行うこととしていますが、ここ

数年は未実施となっています。 

 

4 殺そ剤の配付 

 

市では、伝染病予防法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき、殺そ剤を原則 1 回に 2 袋まで

配付しておりましたが、平成 11 年 4 月 1 日にこの法律が廃止されました。しかし、引き続

き、公衆衛生の確保の推進に努めるため、殺そ剤の配付を行っています。 

   

<殺そ剤配付数> 

                             （単位：袋） 

年 度 購入数 配付数 

令和元年度 0 64 

令和２年度 172 59 

令和３年度 0 68 

令和４年度 0 65 

令和５年度 50 70 
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5 スズメバチの巣駆除作業補助金・薬剤の販売 

 

市では、スズメバチの巣駆除費用の一部を補助することにより、スズメバチの危害から市

民生活を守ることを目的に、毎年度、要綱を定めスズメバチの巣を専門の業者に依頼して駆

除された方に、14,550円を限度にかかった費用の半額を補助しています。 

 

<スズメバチの巣駆除作業補助及び薬剤の販売> 

年 度 補助数（件） 販売数（本） 

令和元年度 47 12 

令和２年度 64 14 

令和３年度 57 ― 

令和４年度 47 ― 

令和５年度 99 ― 

※令和 3年度より薬剤の販売は終了 

 

6 畜犬登録事務 

狂犬病予防法第 4 条に基づき、犬を取得した日（生後 90 日以内の犬を取得した場合は、

90 日を経過した日）から 30 日以内に登録をして、鑑札をその犬に着けておかなければなり

ません。また、その犬が死亡した場合、所在地の変更、所有者の変更があった場合は、30日

以内にその旨を市町村に届出なければなりません。 

狂犬病予防注射については、法第 5条に基づき毎年 1回注射を受けさせ注射済票をその犬

に着けなければなりません。注射の時期については、法施行規則第 11 条で生後 91日以上の

犬については、4 月 1 日から 6 月 30 日までの間に原則 1 回受けなければなりません。この

ため市では、毎年 4 月中旬に集合注射を行っております。 

 

（ア）登録等手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 手数料等 

登録及び鑑札の交付 3,000円 

鑑札再交付 1,600円 

注射済票 550円 

注射済票再交付 340円 
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（イ）畜犬登録事務        

                    （単位：頭） 

年 度 新規登録 鑑札再交付 
狂犬病予防 

注射済票 
死亡届 変更届 無償交換 登録頭数 

令和元年度 250 31 3,001 259 34 62 3,979 

令和２年度 284 26 2,934 337 27 53 3,932 

令和３年度 284 35 2,983 278 28 67 3,916 

令和４年度 263 39 2,932 274 37 82 3,902 

令和５年度 244 36 2,864 278 27 101 3,906 

 

7 アライグマ・ハクビシン防除事業 

 

  平成 29 年度から東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画に参加し、市内における生

態系及び生活環境への被害の軽減と拡大の防止を目標とし、これらの動物の生息状況等を把

握するため、目撃情報や被害状況をもとにセンサーカメラ及び捕獲器を設置し、積極的な防

除を実施しています。 

 

   区分 

年度 

目 撃 等 

相談件数(件) 

カ メ ラ 

設置件数(件) 

捕 獲 器 

設置件数(件) 

捕獲頭数(頭) 

アライグマ ハクビシン 

令和元年度 114 0 90 27 16 

令和２年度 102 1 88 29 10 

令和３年度 124 1 109 58 11 

令和４年度 173 1 132 52 5 

令和５年度 189 2 161 66 12 

 

8 環境フェスタ 

 

市民参加型イベントである村山デエダラまつりと同時開催の「環境フェスタ」で環境課の

ブースを設け、環境関連のパネル展や eサイクル・発電自転車の体験搭乗会を実施し、地球

温暖化や住環境に対し、来場者である市民の意識の高揚を図り、一人一人が環境保全につい

て関心を持つことを目的としています。 

  なお、令和５年度については、村山デエダラまつりの開催の見合わせにより、開催してい

ません。 
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9 省エネナビ貸出事業 

 

省エネナビを市民に貸し出すことにより、各家庭における電力消費量の可視化を通して節

電意識の醸成を図り、家庭での省エネルギーの促進を図っています。 

 

<省エネナビ貸出実績> 

（単位：台） 

年  度 貸 出 数 

令和元年度 15 

令和２年度 14 

令和３年度 13 

令和４年度 0 

令和５年度 0 

※ 各年度末現在における貸し出し中の台数を計上している。 

 

10 空間放射線量測定 

 

平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電

所の事故により、放出された放射性物質による環境汚染状況についての測定に関し、市民の

健康及び安心・安全を確保することを目的として、現在「武蔵村山市における平成 27年 4月

1 日以後の事故由来放射性物質飛散対応指針」に基づき市役所敷地内の側溝等の放射性物質

がたまりやすい場所を地上から 1メートルの高さで空間放射線量を毎月測定しています。 

この指針に基づき測定した結果、毎時 0.23 マイクロシーベルトを超えた場合は、簡易な

除染作業を行った後、再測定を行います。その結果、なお基準値を超えている場合について

は、市民等への立ち入りを禁止するとともに、関係原子力事業者に対し、協力を依頼すると

ともに、東京都に対し報告し、処分方法等について協議をします。 

 なお、簡易な除染作業を行っても、毎時 1マイクロシーベルトを超える高い箇所がある場

合は、市民等への立ち入りを禁止するとともに、特別措置法の規定に基づき国に対し除染支

援を要請するものとします。 

令和 6年 4月 1日から、当該指針を改定し、緊急時のみの測定とする。 

 

<空間放射線量測定結果> 

                 （単位：μ㏜／ｈ） 

測定場所 
年 度 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

本庁舎・レス

トラン棟間 
0.08 0.07 0.08 0.08 0.07 

※ １年間の測定値の平均値 
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